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（注） ・教育長は除く
　　 ・企業職は水道、温泉の職員
　　 ・技能労務職は自動車運転員、清掃業務員、給食調理員、学校用務員、ホームヘルパーなどの職員
　　 ・教育公務員は幼稚園の教諭
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職種や職務に応じた給料表に定める額

給料・扶養手当・管理職手当の合計額の５％

給 料

地域手当

扶養手当

住居手当

通勤手当

管理職手当 　管理職の職責に応じて給料の８％から16％
を支給しています。

平成16年４月１日から給与抑制措置及び人事院勧告を受けて、

・住居手当のうち、持ち家の支給を築・購入から５年間だ

け2,500円の支給とし、その他区分（2,000円）を不支給と

しました。

・通勤手当のうち、定期券の支給額を１か月定期代から最

長期間の定期代に改定しました。

・管理職手当を一律２％減としました。

平成18年4月1日から給与構造改革により、

・地域手当を一律９％から５％に引き下げました。

　平成16年４月１日から、給与抑制措置として、特殊勤務

手当のうち保育業務手当と技術職務手当を不支給としました。

　平成17年４月１日から、給与抑制措置として、

　・特殊勤務手当のうち徴収事務にかかる手当を不支給と

しました。

　・賞与時の役職加算率を一律2.5％減としました。

　・教育長の賞与時の管理職手当相当率を全額カットしま

した。

　退職手当の支給率は、県内３市15町１村６一部事務組合

で構成する退職手当組合の条例によるものです。

時間外勤務手当

特殊勤務手当
（17年度）

そ の 他 日直手当など

期末・勤勉手当

退 職 手 当

　 区 分 　 支 給 月 額

配偶者

配偶者以外の扶養親族の
うち2人まで（一人につき）

扶養親族でない配偶者がいる
場合の扶養親族のうち一人

配偶者のいない場合の
扶養親族のうち一人

その他の扶養親族

16歳から22歳の子の加算
（一人につき）

13,000円

6,000円

6,500円

11,000円

5,000円

5,000円

　 区 　 分 　 支 給 月 額

持ち家（築・購入から５年間）

借 家（ 限 度 額 ）

2,500円

27,000円

支 給 月 額

55,000円を限度
（片道2km未満を除く）

17年度

16年度

支 給 総 額

職員一人当たり平均支給年額

支 給 総 額

職員一人あたり平均支給年額

12,799千円

36千円

11,869千円

33千円

　 区 分 　

職員全体に占める手当支給職員の割合

支給対象職員一人当たり平均支給年額

手当の種類（手当数）

手当の名称

　

　 全 職 種 　

25.9％

113千円

3種類

消防業務手当
清掃業務手当
防疫作業手当

有

期 末 手 当 勤 勉 手 当

1.4月分

1.6月分

3.0月分

0.7月分

0.75月分

1.45月分

　 　 　

1 7 年 ６ 月 期

1 7 年 1 2 月 期

　 計 　

職制上の段階、職務の
級 等 に よ る 加 算 措 置

支 給 割 合

自 己 都 合 勧奨・定年

23.50月分

33.50月分

47.50月分

59.28月分

30.55月分

41.34月分

59.28月分

59.28月分

勤 続 2 0 年

勤 続 2 5 年

勤 続 3 5 年

最 高 限 度 額

区　　　分

区　　　分

支

給

率

区 分 一般行政職 税 務 職
准 看 護 師
保 健 師
栄 養 士

保 育 士 消 防 職 企 業 職
技 能
労 務 職

教 育
公 務 員

　 計 　

職 員 数 162人 12人 9人 31人 75人 14人 45人 2人 350人

構 成 比 46.3％ 3.4％ 2.6％ 8.8％ 21.4％ 4.0％ 12.9％ 0.6％ 100％


